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BEPS 行動計画 2：ハイブリッドミスマッ

チ取決めの効果の否認 
 

概要 

 

「税源浸食と利益移転」（“Base Erosion and Profit Shifting”、以下“BEPS”）プ
ロジェクトの一環として、OECDは 2014 年 3 月 19 日、BEPS 行動計画 2（「ハイ
ブリッドミスマッチ取決めの効果の否認」）に関する 2つのディスカッションド
ラフトを公表した。2つのディスカッションドラフトはそれぞれ、ハイブリッドミ
スマッチ取決めの効果を無効化するための国内法への勧告、およびハイブリッド
事業体に関する税務処理を明確化するための OECD モデル租税条約の改定に関す
るものである。 

 

BEPS 行動計画のその他のディスカッションドラフトと同様に、上記のディスカッ
ションドラフトも G20/OECD 加盟国の総意を表すものではなく、利害関係者にコ
メントを求めるために実質的な提案を提示することを意図している。 

 

OECDの提案 

ディスカッションドラフトでは、2 つの主なハイブリッドミスマッチ取決めとし
て、支払者側で損金算入される一方、受領者側でも益金不算入となる支払、およ
び二重に控除される支払を挙げている。 

 

国内法への勧告 

 

ディスカッションドラフトでは、提案に関する原則として以下を挙げている。 

 

a. 関連の国家または地域に対し、ミスマッチ取決めの下で税収を喪失したこ
との立証を求めることなく、ミスマッチを解消すること 

b. 包括性 

c. 自動的な適用 

d. ルールの調整による二重課税の回避 

e. 現行の国内法の混乱の最小化 

f. 明確性、透明性 

g. 国家間の協調を促進する一方で、ルールを各国の法律に組み入れるために
必要となる柔軟性も与えること 

h. 納税者にとって運用可能であることとコンプライアンスコストを最小限に
抑えること  

i. 税務当局が管理し易いこと 

 

ディスカッションドラフトでは、3 種類のハイブリッドミスマッチ取決めを取り上
げている。 

 

ハイブリッド金融商品（譲渡を含む） - ある種の金融商品に係る支払が、支払者側
では損金算入が可能である一方、受領者側の国内法では課税所得として取り扱わ
れない。 
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ハイブリッド事業体の支払 – 支払者となるハイブリッド事業体に対する取扱いの相違により、一方の国で損金算入可能な
支払が、他方の国では収入として認識されないか、再度損金に算入される。 

 

リバースハイブリッドおよびインポートミスマッチ–ハイブリッドの効果により、中間会社に対する支払がその受領時に
課税されない。 

 

ディスカッションドラフトでは、国内法に「リンキング・ルール（“linking rules”）」（即ち、相手方の国家または地域

の政策と相互にリンクするルール）を追加することを提案している。これには、ミスマッチが生じたときに適用されるプ
ライマリールール（“primary rule”）と、プライマリールールが適用されないときに適用されるセカンダリーまたはディ
フェンシブルール（“secondary or defensive rule”）がある。このアプローチは、相手国に依存することなく、独自にハイ
ブリッドミスマッチ取決めの効果を無効化することを目指したものである。上記のルールでは、二重課税を回避するた
め、相手国にミスマッチの問題を解決するルールが存在する場合には、もう一方の国のルールは適用しないという階層的
な仕組みが採用されている。各リンキング・ルールには、それぞれ情報に関する要件がある。特定のストラクチャーがハ
イブリッドミスマッチ取決めの定義に当てはまるか否かを判断するために、税務当局と納税者が十分な資料を入手する能

力は、複数の要因（例えば、相手方が関連者であるか第三者であるか）に左右されることになる。 

 

上記ルールの適用範囲の限定に関しては、2つのアプローチが検討されている。一つ目は、最も重要性の高い取引（例え
ば、関連者が保有するハイブリッド金融商品）を特定し、これらをルールの適用範囲に含めるという方法である。二つ目
は、まず広い適用範囲を設定し、例外的な状況（例えば、不特定多数の投資者が広く保有するハイブリッド金融商品）を
適用除外とする方法である。 

 

ディスカッションドラフトでは、ハイブリッド金融商品（損金算入可能な支払に対する配当免税の適用制限および比率に
基づく源泉税の控除額の計算）やリバースハイブリッドおよびインポートミスマッチ（中間会社の所在地における納税申
告や情報提出の要求）に関する国内法の改正についても提案している。 

 

銀行業と保険業 
 

ディスカッションドラフトでは、関連のルールは税務の観点からハイブリッドな金融商品のみを対象として、その税務処
理の問題を解決することのみを目的とすることを明らかにしている。その他の目的（例えば、監督管理や会計の目的）に
よってハイブリッド効果が生じる可能性があっても、金融商品または取決めが税務の観点からハイブリッドであるか否か
の分析には影響を与えない。例えば、銀行や保険会社の第三者に対する債務は、監督管理の観点から資本とみなされたと
しても、税務上は負債とみなされる可能性があるが、このことは、BEPS のハイブリッドミスマッチ取決めの効果の否認
に関する提案の影響を受けるものではない。 

 

ただし、グループ内の融資取引はこれとは異なり、単体レベルで資本の性質を有するとみなされる証券には、BEPS の提
案が適用される可能性がある。  

 
租税条約に関する事項 

 

ディスカッションドラフトでは、配当金の二重課税を解消するための免除方式もしくは控除方式に基づく選択肢について
検討している。ディスカッションドラフトではまた、OECDモデル租税条約にハイブリッド事業体に関する新しい条項を

追加することを提案している。これは、ある事業体がいずれかの締約国の税法の下で財務的に透明である（“fiscally 

transparent entity”）とみなされる場合、租税条約の適用に際しては、所得を受領する側の国の居住者とみなすというもの
である。ただし、これは、当該国の国内法により当該事業体が関連の所得を得た居住者とみなされる（ゆえに、課税され
る）ことを前提とする。この提案は、BEPS 行動計画 6（租税条約濫用の防止）の一部の内容を参考としている。 

 

スケジュールおよび今後の作業 

 

OECDはディスカッションドラフトに対するコメントを 2014 年 5 月 2日までに提出するよう求めた。公開討議は 5月 15

日にパリで行われ、2014 年 9 月 20 日、21 日に開かれる G20 会議で最終提案が採択される予定である。 

 

コメント 

 

ハイブリッドミスマッチについての難問の一つは、どの国がそれによって不利な立場に立たされているかということであ
る。OECDはハイブリッドミスマッチの問題を解決することは重要であるとして、この問題に真正面から取り組んでい

る。 

 

上述の提案は、複数の国に跨る多くのハイブリッドの融資取引に影響を与えるものと考えられる。 

 

上記の提案は主として国内法の改正に関わるため、2014年 9 月に最終提案が採択された後、すぐに立法手続きに入る国
もあるものと予想される。   

 

本 Tax Analysis の内容は、デロイトの国際税務サービスに関わるものです。 
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